
孝

忠

延

夫

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

ー
ー
一
九
七
九
年
改
革
を
中
心
と
し
て
ー
_
—



は
じ
め
に
1

問
題
の
所
在

l

―10世
紀
に
お
け
る
議
会
改
革

一
、
戦
前
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
役
割

二
、
満
足
の
時
期
ー
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
四
年

三
、
改
革
の
時
代
ー
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
九
年

ニ
ー
九
七
九
年
改
革
と
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

一
、
一
九
七
八
年
報
告

二
、
議
院
で
の
審
議
と
議
事
規
則
改
正

三
議
会
に
よ
る
政
府
の
統
制
と
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

一
、
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
政
府
活
動
の
統
制

二
、
省
庁
関
連
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

三
、
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
常
任
委
員
会

四
、
議
院
の
構
造
上
の
改
革
と
議
員
の
態
度
の
変
化

む
す
び
に
か
え
て



イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

歯
ど
め
を
か
け
、
政
府
・
行
政
権
と
の
関
係
で
議
会
の
地
位
を
確
立
し
、

衆
国
で
は
、

議
会
の
地
位
・
役
割
を
再
確
認
し
、
政
府
に
対
す
る
議
会
的
統
制
を
実
効
化
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
 

「
今
世
紀
最
大
の
議
会
改
革
」
と
い
わ
れ
た
議
会
改
革
の
重
要
な
柱
と
し
て
、
政
府
省
庁
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ

テ
ィ
ー

(
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
related 
select 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
)
が
設
置
さ
れ
た
。

一
九
七

0
年
代
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
各
国
の
議
会
改
革
は
、
国
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
は
い
る
が
、

一
九
七

0
年
議
会
再
構
成
法

(Legislative
R
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
A
c
t
 
of 
1
9
7
0
)

以
降
、
数
多
く
の
議
会
改
革
立
法
、
規

(
3
)

（

4
)
 

則
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
で
も
、
一
九
六
九
、
七

0
年
及
び
一
九
八

0
年
に
議
事
規
則
の
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。

(
5
)
 

「
議
会
に
よ
る
行
政
統
制
の
形
骸
化
」
に

そ
れ
ら
の
試
み
が
、
議
院
の
運
営
上
、
小
会
派
又
は
政
府
反
対
派
の
権
利
さ
ら
に
は
平
議
員

(
b
a
c
k
b
e
n
c
h
e
r
)

院
の
民
主
主
義
的
運
営
を
徹
底
し
て
い
く
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
点
で
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

本
稿
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
ー
ー
—
と
り
わ
け
一
九
七
九
年
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
ー
発
展
の

概
観
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
察
の
対
象
を
主
と
し
て
二

0
世
紀
の
後
半
に
限
定
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
史
上
、

ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
現
在
の
よ
う
な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
は
「
本
世
紀
の
後
半
に
至
っ
て
、
下
院
さ
ら
に
は
政
府
さ
え
も
が
巨
大
な
政
府

(
B
i
g
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)
の
時
代
に
お
け
る
統
治
の
責
任
を
扱
う
た
め
に
（
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
）
を
広
く
用
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
ま
、

＇ 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
、

イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、

と
り
わ
け
下
院
に
お
け
る
議
事
手
続
改
革
は
、

は
じ
め
に
|
|
＇
問
題
の
所
在

I

七

い
く
つ
か
の
国
で
か
か
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、

『
議
会
の
復
権
』
を
め
ざ
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
ま
た
、

（
三
―
一
）

の
権
利
を
尊
重
し
、
議

一
九
七
九
年

ア
メ
リ
カ
合

七
レ
ク

(
1
)
 

「
議
会
の
行
政
統
制
の
実
質
化
の
傾
向
」
、
す
な
わ
ち
、



ミ
テ
ィ
ー
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

(
6
)
 

認
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
三
―
二
）

尚
、
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
、
多
く
の
場
合
『
特
別
委
員
会
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
の
中
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、

ギ
リ
ス
の
委
員
会
制
度
は
、

関
法

イ

日
本
に
お
け
る
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
の
制
度
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
の
ま
ま
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、

七

「
委
員
会
」
と
は
コ

一
三
一
頁
、

(

1

)

清
水
睦
「
現
代
議
会
の
立
法
を
め
ぐ
る
状
況
と
展
望
」
公
法
研
究
第
四
七
号
(
-
九
八
五
年
）
一
頁
、
一
六
頁
。

(

2

)

 

H
C
 Deb., 
969, 
col. 
3
5
 (
2
5
 J
u
n
e
 1979). 

(

3

)

山
内
幸
雄
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
改
革
と
国
政
調
査
権
け
、
⇔
」
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
八
号
(
-
九
八
五
年
）

（
一
九
八
六
年
）
一

0
五
頁
参
照
。

(

4

)

吉
田
栄
司
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
お
け
る
反
対
派
の
政
府
統
制
権
能
け
、
⇔
」
法
学
論
叢
―
一
三
巻
三
号
(
-
九
八
三
年
）
五
六
頁
。

(
5
)
清
水
睦
•
前
掲
四
頁
。
ま
た
、
吉
田
善
明
『
現
代
憲
法
の
構
造
』
（
一
九
七
九
年
）
―
二
三
頁
、
以
下
参
照
。

(

6

)

 

S. F• 

D
o
w
n
s
,
 S
t
r
u
c
t
u
a
l
 
C
h
a
n
g
e
s
 Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
:
 E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
 a
n
d
 Establishment, 
in 
E
d
.
 
b
y
 P. 
N
o
r
t
o
n
,
 
Parlia
、

m
e
n
t
 in t
h
e
 
1980s, 
1985, 
p. 
54. 

本
稿
は
、
下
院
の
委
員
会
制
度
に
の
み
論
及
し
、
上
院
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
制
度
上
も
、
さ
ら
に
は
与
え
ら
れ
た
権
限
に

つ
い
て
も

1

―
つ
の
議
院
の
委
員
会
は
か
な
り
、
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
上
院
の
委
員
会
は
、
議
院
が
権
限
を
個
別
的
に
付
与
し
な
く
て
も
、
人

の
出
頭
、
文
書
提
出
を
要
求
で
き
る
が
、
下
院
の
委
員
会
は
、
議
院
に
よ
り
個
別
的
に
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E
d
.
b
y
 Sir 
C
h
a
r
l
e
s
 

G
o
r
d
o
n
,
 E
r
s
k
i
n
e
 
M
a
y
'
s
 T
r
e
a
t
i
s
e
 o
n
 T
h
e
 L
a
w
,
 Privileges, 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 a
n
d
 U
s
a
g
e
 of P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
 
2
0
t
h
 ed. 
1983, 
pp. 

642, 
6
4
6
;
 St. 
J
o
h
n
 N
.
 Bates, 
Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 in the 
H
o
u
s
e
 o
f
 L
o
r
d
s
 `
 
in E
d
.
 b
y
 
G• 

D
r
e
w
r
y
,
 T
h
e
 N
e
w
 Select 
C
o
m
 ,
 

mittees, 
1985, 
p. 
3
7
;
 P. 
N
o
r
t
o
n
,
 P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 R
e
f
o
r
m
:
 W
h
e
r
e
 to 
F
r
o
m
 H
e
r
e
●
●
 

in E
d
.
 
b
y
 P. 
N
o
r
t
o
n
,
 
op. 
cit., 
p. 

152. 

同一

0
号



展
に
つ
い
て
は
次
章
以
下
で
扱
う
。

六
四
年
ま
で
。
③

一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
九
年
ま
で
。
④

七

③
 

一
九
四
五
年
か
ら
一
九

六
四
年
（
満
足
の
時
期
）
。
④

九
一
四
年
以
前
。
③

一
九
四
五
年
か
ら
一
九

一
九
世
紀
議
会
制
度
の
一
特
色
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
セ

さ
れ
た
。

「
一
九
世
紀
の
大
き
な
社
会
改
革
の
幾
つ
か
は
、

一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
公
金
の
収
入
・
支
出
に
か
か
わ
る
多
様
な
側
面
を
調
査
す
る
た
め
に
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
頻
繁
に
任
命

(
1
)
 

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
調
査
及
び
報
告
書
に
そ
の
多
く
を
負
っ
て
い
た
。
」

と
い
わ
れ
、
こ
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
よ
る
審
査
と
統
制
が
、

レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
、
と
り
わ
け
一
八
三
二
年
以
後
の
五

0
年
間
に
一
層
広
範
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
大

半
の
時
期
に
は
、
議
会
の
一
機
関
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
調
査
目
的
の
た
め
の
最
も
重
要
な
機
関
と
し
て
用
い

(
2
)
 

ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
性
格
及
び
そ
れ
が
議
院
に
お
い
て
果
し
て
き
た
役
割
は
大
き
く
変
化
し
た
。

の
時
期
区
分
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

N
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

(Nevil
J
o
h
n
s
o
n
)
 

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
二

0
世
紀
に
お
け
る
議
会
改
革
の
歩
み
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
き
、
い
く
つ
か

(

3

)

 

は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
区
分
し
て
い
る
。
①

一
九
一
四
年
か
ら
一
九
三
九
年
（
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
よ
る
調
査
の
衰
退
）
。

一
九
六
五
年
か
ら
現
在
ま
で
（
改
革
の
時
代
）
。
こ
れ
ら
の
時
期
区
分
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う

に
分
け
て
、
二

0
世
紀
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
発
展
を
概
観
す
る
。
①

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

一
九
四
五
年
ま
で
。
③

一
九
七
九
年
以
降
。
た
だ
し
、

一
九
七
九
年
議
会
改
革
と
そ
の
後
の
発

（三―-＝-）

二

0
世
紀
に
お
け
る
議
会
改
革



で
は
あ
る
が
議
会
に
よ
る
統
制
に
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
③

出
委
員
会

(
S
u
p
p
l
y

C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 
に
お
け
る
統
制
は
、
予
算
に
対
す
る
統
制
で
は
な
い
。
②
大
蔵
省
に
よ
る
統
制
は
非
常
に
重
要

あ
る
委
員
会
の
報
告
書
(
-
九
一
八
年
）
中
、
予
算
委
員
会
の
財
政
統
制
機
能
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
①

大
臣
に
よ
る
統
制
は
十
分
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
考
え
は
「
大
臣
の
責 歳

(=) 

「
決
算
委
員
会
に
関
す
る
か

算
委
員
会

(
E
s
t
i
m
a
t
e
s
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 

c
o
u
n
t
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 
で
あ
り
、
他
の
―
つ
は
、

L
・
ジ
ョ
ー
ジ

(
L
l
o
y
d
G
e
o
r
g
e
)
に
よ
っ
て
一
九
―
二
年
に
初
め
て
設
置
さ
れ
た
予

(
4
)
 

で
あ
る
。
予
算
委
員
会
は
、
政
府
の
政
策
の
是
非
を
問
う
こ
と
に
か
か
わ
る
調
査
を
行
う
権
限

を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

そ
の
付
託
事
項
の
範
囲
内
で
徐
々
に
政
策
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ぎ
り
、
政
策
形
成
に
か
か
る
こ
と
を
そ
の
付
託
事
項
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
任
務
上
黙
示
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
委
員
会
は
、
決
算
を
調
査
す
る
か
ら
で
あ
る
。
金
銭
は
す
で
に
支
出
さ
れ
て
お
り
、
政
策
は
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
す
で
に
決
定

(
5
)
 

さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
よ
る
調
査
の
衰
退

一
九
一
四
年
か
ら
一
九
三
九
年
l

っ
て
い
た
。

―
つ
は
、

一
八
六
一
年
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン

(
G
l
a
d
s
t
o
n
e
)

に
よ
っ
て
初
め
て
設
置
さ
れ
た
決
算
委
員
会

(
P
u
b
l
i
c

A
c
 ,
 

第
三
七
巻
第
ニ
・
―
―
一
号

一
九
一
四
年
以
前
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
役
割
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
①

的
監
視
。
本
世
紀
の
前
半
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
よ
る
政
府
活
動
の
監
視
は
、

(-―――四）

行
政
府
の
権
限
濫
用
等
に

法
案
の
審
査
、
④

そ
の
大
部
分
を
二
つ
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
行

つ
い
て
の
調
査
、
②
行
政
府
の
行
為
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
政
策
に
関
す
る
調
査
、
③

財
政
に
つ
い
て
の
継
続

（一）

一
九
一
四
年
以
前
の
時
期
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

戦
前
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
役
割

関
法

七
四



国
]

J

の
委
員
会
の
経
験
が
参
考
と
さ
れ
た
。

七
五

K
.
C
・
ウ
ィ
ー
ア

(K.
C. 
W
h
e
a
r
e
)
は、

「
議
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
金
銭
か
ら
支
払
わ
れ

一
九
二
六
年
、

と
呼
ば
れ
る
専
門
ス
ク
ッ
フ
を
有
し
て
い
た
の

一
九
二

0
年
代
及
び
三

0
年
代
初
期
の
不
況
期
に
、
活
動
的
な
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
予
算
委
員
会

は
、
そ
の
議
事
を
準
備
し
、
記
録
す
る
上
級
書
記

(
C
l
e
r
k
)

の
ほ
か
、
専
門
助
手
や
常
勤
の
ス
ク
ッ
フ
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
決
算
委
員
会
が
会
計
検
査
院
長

(
C
o
m
p
t
r
o
l
l
e
r
a
n
d
 A
u
d
i
t
o
r
 
G
e
n
e
r
a
l
)
 

と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
予
算
委
員
会
の
規
模
は
一
九
二
四
年
、
二
四
名
か
ら
二
八
名
に
増
員
さ
れ
て
い
た
が
、

外
部
か
ら
の
専
門
家
を
加
え
、
小
委
員
会
に
分
割
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
模
に
ま
で
拡
大
す
べ
き
だ
と
い
う
勧
告
も
な
さ
れ
た
。
こ
の
提

案
は
却
け
ら
れ
た
が
、
大
蔵
省
官
吏
が
こ
の
委
員
会
に
出
席
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
九
二
七
年
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
他

に
も
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
こ
そ
、
議
会
が
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
予
算
委
員
会
の
よ
う
な
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
を
充
実
す
べ
き

(
8
)
 

だ
と
い
う
勧
告
も
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
提
案
の
多
く
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

国
家
歳
出
予
算
委
員
会

(
N
a
t
i
o
n
a
l
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 

|
―
九
三
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
I

こ
の
委
員
会
は
、
戦
時
中
の
制
度
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
(
-
九
一
七
年
）
に
初
め
て
設
置
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
開
始
時

に
も
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

一
九
四
五
年
ま
で
各
会
期
ご
と
に
再
任
命
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
付
託
事
項
か
ら
政
策
事
項
が
除
か
れ
て
い

た
こ
と
は
、
予
算
委
員
会
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
委
員
会
は
、

た
当
面
の
歳
出
予
算
を
調
査
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
歳
出
予
算
に
影
響
を
与
え
る
、
政
府
に
よ
る
政
策
の
執
行
と
適
合
し
た
経
済
が
何
で

(
9
)
 

あ
る
か
を
報
告
す
る
こ
と
」
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
た
。

戦
後
の
委
員
会
制
度
改
革
に
あ
た
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

(
6
)
 

任
を
無
責
任
に
か
え
る
だ
ろ
う
。
」

（
三
一
五
）



戦
後
、
政
府
は
積
極
的
に
立
法
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
権
限
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
会
は
積
極
的
な
審
査
、
調

査
活
動
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
解
決
す
る
た
め
の
一
連
の
改
革
が
一
九
四

0
年
代

後
半
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
改
革
案
は
、
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
発
展
を
は
か
る
と
い
う
よ
り
は
、
常
任
委
員
会
を
積
極

(11) 

的
に
活
用
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
勧
告
を
含
ん
で
い
た
。

一
九
五

0
年
代
以
降
、

一
九
五
六
年
の
ス
ニ
ズ
危
機
を
め
ぐ
る
対
応
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
、
議
会
と
政
府
の
両
者

が
議
会
に
よ
る
政
府
活
動
の
監
視
と
責
任
追
求
の
伝
統
的
手
法
に
「
満
足
」
し
て
い
た
時
期
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
九
世
紀
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
と
比
べ
る
と
相
対
的
に
低
い
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
作
用
も
ほ
と
ん
ど
議
院
自

(12) 

身
の
特
権
行
使
に
関
す
る
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

一
九
六

0
年
代
は
、
議
会
の
内
部
か
ら
、
批
判
・
改
革
運
動
が
始
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ふ
つ
う
の
議
員
す
な

わ
ち
平
議
員
た
ち
が
議
会
の
日
常
活
動
の
中
で
十
分
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
が
高
ま
り
、

い
う
制
度
を
活
用
す
る
方
法
で
議
会
改
革
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

限
と
、
議
会
の
非
能
率
の
増
大
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
拡
大
し
て
い
く
不
均
衡
を
救
済
・
解
決
し
て
い
く
手
段
と
し
て
何
が
考
え
ら
れ
る

ーま、＇ し
か
し
、

満
足
の
時
期
ー
—
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
四
年I

「
国
家
歳
出
予
算
委
員
会
の
経
験
が
示
す
も
の
は
、

関
法

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
行
政
に
対
す
る
効
果
的
な
統
制
を
行
う
た
め
に
は
必
ず
し

も
専
門
家
を
必
要
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
専
属
の
ス
タ
ッ
フ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
専
門
家
で

(10) 

あ
る
必
要
は
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

七
六

セ
レ
ク
ト
コ
｀
‘
、
テ
ィ

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と

「
増
大
し
つ
つ
あ
る
政
府
の
権

（
三
一
六
）



，
 
一
九
六
四
ー
六
五
年
議
事
手
続
委
員
会

改
革
の
時
代
ー
—
ー
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
九
年
ー
—

議
会
改
革
を
求
め
て
き
た
人
々
の
多
く
は
、
議
会
の
調
査
機
能
を
回
復
し
、
議
員
た
ち
に
有
効
な
活
動
の
場
を
与
え
る
調
査
機
構
を
議

(
1
4
)
 

院
に
設
置
す
る
こ
と
が
「
最
善
の
|
—
実
際
唯
一
の
＇
~
手
段
」
だ
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
議
会
研
究
グ
ル

(
S
t
u
d
y
 o
f
 P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 G
r
o
u
p
)
 

さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
制
度
が
独
特
の
安
定
性
を
も
っ
て
き
た
の
は
強
力
な
政
府
と
強
力
な
反
対
党
|
—
有
効
な
、
議
会

と
公
の
批
判
|
|
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
が
、
現
在
そ
れ
が
恣
意
的
で
し
か
も
非
体
系
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
問
題
が
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
政
府
に
対
す
る
効
果
的
な
議
会
統
制
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
効
果
的
な
統
治
に
不
可
欠
で
あ
る

と
し
た
。
こ
こ
に
云
う
「
議
会
的
統
制

(
p
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
control)
」

与
え
て
い
く
過
程
す
な
わ
ち
行
政
を
調
査
、
審
議
及
び
監
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
に
影
響
力
を
行
使
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
を
意

(15) 

味
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
主
張
は
、

た
だ
し
、
彼
ら
は
、

一
九
六
四
年
―
二
月
に
任
命
さ
れ
た
議
事
手
続
委
員
会
へ
の
証
言
の
中
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
議
会
制
度
の
根
本
的
性
格
に
お
け
る
変
化
を
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
議
会
と
政
府
と
の
間
の
権
力
均

衡
の
根
本
的
変
化
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
た
大
小
の
変
革

(16) 

を
体
系
的
に
関
連
づ
け
る
必
要
性
を
主
と
し
て
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
に
続
く
改
革
の
第
一
歩
と
し
て
、

ー
プ

七
七

に
よ
っ
て
、
こ
の
機
能
を
果
す
専
門
化
さ
れ
た
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
確
立
が
強
く
主
張

と
は
、
倒
閣
に
向
け
て
の
威
嚇
で
は
な
く
、
選
挙
民
に
情
報
を

(17) 

一
九
六
四
年
、
予
算
委
員
会
が
幾
つ
か
の
小
委
員
会
に
わ
け
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
n.,
、
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

(13) 

の
か
が
追
求
さ
れ
て
い
た
」
時
期
で
あ
っ
た
。

（
三
一
七
）



第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

一
九
六
四
年
―
二
月
二
二
日
に
任
命
さ
れ
た
議
事
手
続
委
員
会
は
、

要
だ
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
変
更
が
そ
の
活
動
の
一
層
効
果
的
な
処
理
に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
か
を
報
告
す
る
」
任
務
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
議
会
研
究
グ
ル
ー
プ
の
覚
書
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
っ
た
。

議
会
日

大
臣
責
任
の
原
則

「
議
会
に
よ
る
執
行
府
の
監
視
は
、
議
会
改
革
の
全
問
題
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
主
要
な
任
務
は
統
治
す
る
こ
と

で
あ
る
。
他
方
、
議
会
の
任
務
は
、
政
府
を
支
持
し
た
り
、
そ
の
政
策
や
行
動
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
吾
々
は
、
議
会
に
よ
る
統
制

が
、
直
接
的
な
権
限
と
は
い
え
な
い
影
響
力
、
命
令
と
は
い
え
な
い
助
言
、
妨
害
で
な
く
批
判
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
で
は
な
く
監
視
、
秘

密
で
は
な
く
公
開
を
意
味
す
る
と
い
う
固
い
信
念
を
吾
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
準
と
し
て
い
る
。
吾
々
は
、
強
力
な
政
府
は
批
判
的
反
対

党
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

か
く
考
え
ら
れ
た
政
治
的
統
制
は
、
統
治
を
直
接
的
に
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
統
治
が
ト
ラ
プ
ル
に
ま
き
こ
ま
れ
る

の
を
防
ぐ
こ
と
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
統
制
は
、
議
員
に
よ
く
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
政
府
と
議
員
と
の
間

の
充
分
な
均
衡
を
必
要
と
す
る
。
…
…
（
こ
こ
に
委
員
会
活
動
の
荼
盤
が
あ
る
。
）
…
…
吾
々
の
提
案
し
た
改
革
は
、

に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
全
く
異
な
っ
た
憲
法
的
・
政
治
的
条
件
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
の
『
弱
点

と
欠
陥
』
を
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
委
員
会
で
な
さ
れ
る
多
く
の
仕
事
を
一
段
と
高
い
地
位
に
お
く
よ
う
に
工
夫
す
る

か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
本
会
議
場
で
の
論
議
に
お
き
か
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
論
議
に
一
層
の
深
み
を
付
与
す
る
も

(18) 

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
下
院
議
員
の
真
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
権
利
を
与
え
て
い
く
も
の
だ
と
解
さ
れ
よ
う
。
」

(19) 

こ
の
委
員
会
の
第
一
報
告
書
は
、
①

程
と
動
議
等
の
扱
い
に
つ
い
て
、

関
法

委
員
会
が
政
策
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
、
R

(20) 

と
い
う
三
つ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
。
第
二
報
告
書
は
、
質
問
時
間
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
第
三

会
議
時
間
に
つ
い
て
、
③

「
議
院
の
公
の
活
動
に
お
け
る
手
続
を
検
討
し
、
そ
の
変
更
が
必

七
八

（
三
一
八
）



イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

ず
、
農
業
と
科
学
・
技
術
と
を
扱
う
二
つ
の
専
門
家
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
ク
ロ
ス
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
の
活(25) 

動
が
「
政
府
に
対
す
る
議
会
的
統
制
の
リ
バ
イ
バ
ル
と
い
う
点
で
の
―
つ
の
さ
さ
や
か
な
前
進
」
し
か
意
味
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
が
、

多
く
の
議
員
と
り
わ
け
平
議
員
た
ち
は
こ
れ
ら
の
委
員
会
に
大
き
な
期
待
を
か
け
た
。

(26) 

一
九
六
六
年
ー
七

0
年
議
会
の
間
に
、
六
つ
の
所
謂
『
ク
ロ
ス
マ
ン
委
員
会
』
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
委
員
会
は
、
そ
の
設
立
趣

旨
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
活
動
形
態
も
各
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
当
初
設
立
さ
れ
た
二
つ
の
委
員
会
の
性
格
を
み
て

一
九
六
六
年
、

R
・
ク
ロ
ス
マ
ン

(R.
C
r
o
s
s
m
a
n
)
 

口
〕
ク
ロ
ス
マ
ソ
委
員
会

で
は
拡
大
さ
れ
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
。

七
九 ―

つ
の
委
員
会
と
七
つ
の
小
委

(21) 

報
告
書
は
、
全
般
的
な
議
事
手
続
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
財
政
法
案
の
審
議
に
つ
い
て
の
問
題
を
中
心
に
扱
っ
た

(22)

（

23) 

報
告
書
と
な
っ
た
。
第
四
報
告
書
は
、
「
最
も
重
要
で
あ
り
、
誇
張
な
し
に
議
会
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
さ

れ
た
。
こ
の
報
告
書
の
中
で
、
委
員
会
は
そ
の
目
的
を
「
議
会
改
革
の
主
要
な
目
的
が
審
議
機
関
と
し
て
の
下
院
の
役
割
を
増
大
し
て
い

く
こ
と
だ
と
信
ず
る
。
」
と
述
べ
、

る
。
す
な
わ
ち
、

議
員
へ
の
充
分
な
情
報
提
供
、

「
大
臣
の
行
政
責
任
の
全
分
野
」
に
わ
た
る
調
査
が
行
え
る
よ
う
に
委
員
会
制
度
を
充
実
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と

し
た
。
し
か
し
、
下
院
の
何
れ
か
の
委
員
会
に
新
し
い
地
位
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
予
算
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
広
範
で
一
般
的
な
事
項
を
付
託
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
政
策
的
に
論
議
の
あ
る
事
項
に
ま

一
九
六
五
年
ー
六
六
年
及
び
六
六
年
ー
六
七
年
会
期
に
お
い
て
、
統
括
的
任
務
を
も
つ
（
S
t
e
e
r
i
n
g
)

(24) 

員
会
が
任
命
さ
れ
た
。

は
、
議
会
の
新
ら
た
な
「
実
験
的
」
改
革
に
着
手
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
ま

（
三
一
九
）

行
政
統
制
の
た
め
の
効
果
的
な
制
度
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い



点
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
予
算
委
員
会
を
廃
止
し
、
政
府
の
歳
出
計
画
の
一
般
的
審
理
を
行
う
責
任
を
有
す
る
八
つ
の
「
機

能
的
な

(
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
)
」
小
委
員
会
と
―
つ
の
一
般
小
委
員
会
を
も
つ
歳
出
予
算
委
員
会

(
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
の
設
立
を
勧

告
し
た
。
こ
の
小
委
員
会
の
作
用
の
性
質
は
、
個
々
の
政
府
省
庁
又
は
単
一
の
テ
ー
マ
に
限
定
さ
れ
な
い
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
た
。
報
告
書
は
、
こ
の
歳
出
予
算
委
員
会
の
設
置
に
よ
っ
て
も
、
決
算
委
員
会
及
び
国
有
企
業
委
員
会
は
残
り
、

会
の
将
来
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
く
べ
き
だ
と
し
て
、
委
員
会
制
度
合
理
化
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。

対
応
で
き
、

し
か
も
包
括
的
な
委
員
会
を
テ
ー
マ
ご
と
に
機
能
的
に
設
置
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
一
年
二
月
に
設
置
さ
れ
た
歳
出
予
算
委
員
会
は
、
四
九
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
当
初
六
つ
の
小
委
員
会
に
わ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
歳
出
予
算
委
員
会
さ
え
、
ま
に
あ
わ
せ
の
改
革
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ministration)

に
つ
い
て
の
報
告
書
の
中
で
、

「
こ
の
時
期
の
諸
改
革
は
、
将
来
へ
の
種
を
蒔
き
、

（包

と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
よ
う
。

(28) 

一
九
六
九
年
報
告
書
と
歳
出
予
算
委
員
会

恒
久
的
で
し
か
も
包
括
的
な
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
確
立
に
向
け
て
の
も
う
―
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
、

会
報
告
書
を
う
け
て
行
わ
れ
た
改
革
で
あ
ろ
う
。

回
は
い
え
な
い
が
、

関
法

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

つ
ま
り
、
政
府
活
動
に
十
分
に

（
三
二

0)

も
、
と
も
に
実
験
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
農
業
委
員
会
が
省
庁
関
連

(
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
a
l
)

委
員
会
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
科
学
・
技
術
委
員
会
は
、
テ
ー
マ
別

(subject)
委
員
会
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
新
し
く
設
置
さ
れ
た
専
門
家
セ
レ

ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
予
算
委
員
会
と
の
調
査
対
象
の
重
複
等
の
理
由
に
よ
り
必
ず
し
も
当
初
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
成
果
を
生
み
だ
し
た
と

一
般
歳
出
予
算
及
び
行
政
の
監
視

(
S
c
r
u
t
i
n
y
of 
P
u
b
l
i
c
 
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 a
n
d
 A
d
'
 

ク
ロ
ス
マ
ン
委
員
会
と
予
算
委
員
会
の
両
者
に
よ
る
非
体
系
的
な
委
員
会
活
動
の
問
題

ク
ロ
ス
マ
ン
委
員

一
九
六
九
年
議
事
手
続
委
員

つ
づ
く
一

0
年
間
で
広
範
に
達
成
さ
れ
て
い
く
諸
改
革
」
の
礎
石

八
〇



イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

八

一
九
六

0
年
代
の
「
実
験
」
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
委
員
会
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
け
れ
ど
も
、
政
府
に
対
す

る
精
力
的
な
統
制
を
行
う
た
め
の
「
必
要
な
組
織
」
を
欠
い
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
一
月
一
五
日
の
討
論
の
中
で
、
歳
出
予
算
委
員
会
の
活
動
が
一
九
六
九
年
報
告
書
の
意
図
と
は
異
な
っ
た
形
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
歳
出
予
算
委
員
会
の
各
小
委
員
会
が
統
一
的
な
活
動
を
展
開
し
て
お
ら
ず
、
予
算

委
員
会
の
活
動
。
ハ
タ
ー
ン
に
逆
戻
り
し
て
い
る
と
い
う
批
判
や
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
専
門
家
委
員
会
に
全
て
を
委
ね
る
よ
う
な
方
法

(29) 

が
好
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、

「
公
の
活
動
に
関
す
る
議
会
の

慣
行
と
手
続
を
検
討
し
、
そ
の
作
用
を
一
層
効
果
的
に
実
現
し
て
い
く
た
め
の
活
動
を
行
う
」
任
務
を
も
つ
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

(

1

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
,
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 b
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
1955, 
p.71. 

(

2

)

 

H
.
 M
c
.
 C
l
o
k
i
e
 
&
 J. 
W
.
 R
o
b
i
n
s
o
n
,
 
R
o
y
a
l
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 o
f
 I
n
q
u
i
r
y
,
 
1969, p. 72. 

一
九
世
紀
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
例
に

つ
い
て
は
、

E
l
e
v
e
n
t
h
R
e
p
o
r
t
 f
r
o
m
 t
h
e
 S
e
l
e
c
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 N
a
t
i
o
n
a
l
 
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 
1
9
4
3
 /
 44, 
H
C
1
2
2
 (1944), A
p
p
e
n
d
i
x
 

II; H
C
9
8
 (1918). 

(

3

)

 

N
.
 J
o
h
n
s
o
n
,
 Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 a
n
d
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
 
i
n
 Ed., 
b
y
 S. 
A. W
a
l
k
l
a
n
d
,
 
T
h
e
 H
o
u
s
e
 
o
f
 
C
o
m
m
o
n
s
 
i
n
 
t
h
e
 

T
w
e
n
t
i
e
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
,
 
1979, 
p. 
426. 

(

4

)

 

S
t
e
p
h
e
n
 F• 

D
o
w
n
s
,
 S
t
r
u
c
t
u
a
l
 C
h
a
n
g
e
s
 Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
:
 E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
 a
n
d
 E
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
,
 i
n
 Ed., b
y
 P
h
i
l
i
p
 N
o
r
t
o
n
,
 

P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 i
n
 t
h
e
 
1
9
8
0
 s, 
1985, 
p. 
54. 

(

5

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
,
 op. 
cit., 
p. 
207. 

(

6

)

 

S
i
r
 
I
v
o
r
 J
e
n
n
i
n
g
s
,
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 2
n
d
 ed., 
1957, 
p. 
3
 0
 5. 

(

7

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
,
 op. cit•• 

p. 
223. 

(

8

)

 

S
e
e
,
 
H
C
 1
5
 
(
1
9
3
0
-
3
1
)
,
 H
C
 14
8
 (
1
9
3
0
-
3
1
)
.
 

(

9

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
,
 op. 
cit., 
p. 
208. 

つ
ま
り
、

一
九
七
六
年
六
月
九
日
、

（―-三一）



(
1
8
)
 

(
1
9
)
 

(
2
0
)
 

(
2
1
)
 

(
2
2
)
 

(
2
3
)
 

(
2
4
)
 

(
2
5
)
 

関
法

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

(
1
0
)
 

Ibid., 
pp., 2
2
7
 1
 28
.
 

(
1
1
)
 

S. 
F. 
D
o
w
n
s
,
 〇
,P.

cit., 
pp. 5
5
-
6
.
 

(

1

2

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
,
 op. 
cit., 
p. 
7
0
.
 
ま
た
、
下
院
に
よ
る
委
員
会
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
A
•
H
•
H
a
n
s
o
n
 &
 H.
 V. 
W
i
s
e
m
a
n
,
 T
h
e
 U
s
e
 

o
f
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 b
y
 the 
H
o
u
s
e
 o
f
 C
o
m
m
o
n
s
,
 P
u
b
l
i
c
 L
a
w
 1
9
5
9
,
 
p. 
2
7
7
.
 

(
1
3
)
 

P. 
Baines, 
H
i
s
t
o
r
y
 a
n
d
 R
a
t
i
o
n
a
l
e
 o
f
 the 1
9
7
9
 
R
e
f
o
r
m
s
,
 in E
d
.
 
b
y
 
G• 

D
r
e
w
r
y
,
 T
h
e
 N
e
w
 Select C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
,
 1
9
8
5
,
 

p. 
1
3
.
 
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
云
わ
れ
て
い
る
。
「
一
九
六

0
年
代
の
半
ば
に
な
る
ま
で
、
つ
ま
り
若
干
の
議
員
や
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
運

動
の
後
ま
で
、
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
、
よ
り
包
括
的
な
む
す
び
つ
き
を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
」

(
S
.

F_-

D
o
w
n
s
 ̀

 
op. 
cit., 
p
 ̀

 
5
4
)
 

(
1
4
)
 

P. 
Baines, 0
 ,p. cit•• 

p. 
1
4
.
 

• 

(
1
5
)
 

B
y
 M
e
m
b
e
r
s
 o
f
 the 
S
t
u
d
y
 o
f
 P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 G
r
o
u
p
,
 R
e
f
o
r
m
i
n
g
 t
h
e
 C
o
m
m
o
n
s
,
 Planning, 
vol. 
X
X
X
I
,
 N
o
.
 4
9
1
,
 
1
9
6
5
.
 

(

1

6

)

 

Ibid., 
p. 
2
7
2
.
 

(
1
7
)

予
算
委
員
会
が
行
政
の
全
分
野
を
ほ
ぼ
カ
バ
ー
す
る
小
委
員
会
に
わ
け
ら
れ
、
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
必
ず

し
も
委
員
会
が
政
策
論
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
が
経
験
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
委
員
会
が
ど
の
よ
う
な
形

で
ど
こ
ま
で
任
務
を
果
し
う
る
か
の
好
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
書
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

H
C
4
0
 
(
1
9
6
2
ふ
3
)
;
 H

C
 2
8
2
 
(
1
9
6
2
-
6
3
,
 

6
3
 1
 6
4
)
 ;
 H

C
 28
3
 (
1
9
6
4
-
6
5
)
 ;
 H

C
 30
8
 (
1
9
6
4
-
6
5
)
.
 

M
e
m
b
e
r
s
 of the 
S
t
u
d
y
 of 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 G
r
o
u
p
,
 op. 
cit., 
p. 
3
0
2
.
 

H
C
 14
9
 (
1
9
6
4
 1
 65)・ 

H
C
 18
8
 (
1
9
6
4
-
6
5
)
.
 

H
C
 27
6
 (
1
9
6
4
ふ
5
)
.

H
C
 30
3
 (
1
9
6
4
ふ
5
)
.

M
e
m
b
e
r
s
 of 
the S
t
u
d
y
 of 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 G
r
o
u
p
,
 0
 ,p. 
cit., 
p. 
2
7
6
.
 

A• 

N
e
a
v
e
,
 Control 
b
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 |
 T
h
e
 R
e
f
o
r
m
 o
f
 the H
o
u
s
e
 of 
C
o
m
m
n
n
s
,
 1
9
6
8
.
 

H
C
 Deb., 7
3
8
,
 
col 
4
9
4
.
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（
三
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二
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P. 
Baines, 〇
,p.
cit., 
p. 
2
0
.
 

S. F• 

D
o
w
n
s
,
 op. 
cit., 
p. 
5
7
.
 

H
C
 410 (
1
9
6
8

ふ
9
)
.

P. 
Baines. 
op. 
cit., 
p. 
2
5
.
 

一
九
七
九
年
議
会
改
革
と
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

一
九
七
六
年
六
月
九
日
に
設
置
さ
れ
た
議
事
手
続
委
員
会

(
S
e
l
e
c
t
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
)
 

(
1
)

（

2
)
 

書
を
提
出
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
歳
出
予
算
委
員
会
の
第
一
―
報
告
書
(
-
九
七
七
年
）
と
同
旨
の
も
の
で
あ
る
が
、
議
会
改
革
に
つ

い
て
の
全
般
的
考
察
の
う
え
に
、
議
会
と
政
府
と
の
憲
法
上
の
関
係
を
論
じ
、
議
会
改
革
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
本
報
告
書

の
主
た
る
勧
告
は
、
約
一

0
名
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
議
事
規
則
の
特
定
の
条
項
に
も
と
づ
い
て
任
命
さ
れ
る
―
二
の
セ
レ
ク
ト

コ
｀
｀
、
テ
ィ
ー
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
非
常
に
高
い
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
第
五
章
は
委
員
会
制
度
を
全
般
的
に
検
討
し
、
新
し
い
恒
常
的
な
委
員
会
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。
ま
た
、

第
六
章
は
委
員
会
活
動
の
構
造
を
分
析
し
、
第
七
章
は
、
人
、
文
書
、
記
録
提
出
を
要
求
す
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
権
限
に
つ
い
て

o
f
 g
r
i
e
v
a
n
c
e
)
 
に
分
け
、
本
報
告
書
が
前
二
つ
を
主
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

報
告
書
は
、
ま
ず
、
憲
法
上
の
議
会
の
役
割
を
、
①
立
法
、
③

分
析
を
行
っ
て
い
る
。

一
九
七
八
年
報
告

(
2
6
)
 

(
2
7
)
 

(
2
8
)
 

(
2
9
)
 

政
府
活
動
の
監
視
、
③

J¥ 

一
九
七
八
年
七
月
に
報
告

財
政
統
制
、
④

苦
情
救
済

(
r
e
d
r
e
s
s

つ
ま
り
、
報
告
書
は
、
憲
法
上
の
議
会

ま、',
 

（
三
ニ
―
―
-
)



報
告
書
は
、

与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
」

た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

（
三
二
四
）

の
役
割
を
定
義
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
議
会
の
主
要
な
任
務
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
政
府

と
議
会
と
の
間
の
関
係
が
憲
法
上
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題
考
察
の
前
提
と
し
て
、
報
告
書
は
委
員

会
制
度
を
本
来
的
に
秀
れ
た
好
ま
し
い
制
度
の
一
っ
だ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
論
議
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
報
告
書
の
立
場
は
、

議
会
活
動
の
各
分
野
に
お
け
る
委
員
会
の
使
用
を
検
討
し
、
明
確
な
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、
そ
れ

自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
議
会
に
よ
る
執
行
府
の
充
分
な
監
視
を
行
っ
て
い
く
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
委

員
会
の
使
用
に
関
し
て
は
、
次
の
五
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
第
一
に
、
そ
の
活
動
が
委
員
会
で
扱
わ
れ
る
の
に
適
し

て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
委
員
会
の
態
様
は
、
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
活
動
の
性
質
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
委
員
会
の
活
動
は
、

議
院
の
活
動
に
建
設
的
な
貢
献
を
行
う
こ
と
。
第
四
に
、
委
員
会
活
動
が
議
員
に
不
必
要
な
負
担
を
か
け
な
い
こ
と
。
最
後
に
、
議
員
が

自
ら
の
任
務
を
他
の
一
層
適
当
な
方
法
で
な
し
う
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
委
員
会
で
活
動
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
。

報
告
書
は
、
第
七
章
に
お
い
て
、
人
、
文
書
、
記
録
提
出
を
要
求
す
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
権
限
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
に
あ

「
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
権
限
は
、
議
院
の
存
在
の
第
一
次
的
要
件
で
あ
る
。
執
行
府
の
行
動
を
監
視
す
る
と
い
う
議
院
の
責
任
は
、

そ
れ
ら
の
活
動
に
か
か
わ
る
情
報
が
容
易
に
利
用
で
き
、
議
院
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
果
す
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
必
要
と
あ
ら
ば

強
制
的
に
で
も
行
使
さ
れ
う
る
、

か
か
る
権
限
、
す
な
わ
ち
人
、
文
書
及
び
記
録
提
出
を
要
求
で
き
る
権
限
を
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に

こ
れ
ま
で
多
く
の
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
こ
れ
ら
の
権
限
を
正
式
に
行
使
す
る
の
で
な
く
、

政
府
省
庁
に
よ
る
情
報

『
提
供
』
を
求
め
、
政
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
で
相
互
の
信
頼
と
理
解
を
築
き
あ
げ
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
記

関
法

八
四



し
て
い
る
。
ま
た
、
報
告
書
は
、
文
書
、
記
録
提
出
を
命
ず
る
権
限
ば
か
り
で
な
く
、
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
公
務
員
の
出
席
を
要
求
し

う
る
権
限
を
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
議
院
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
政
府
内
部
文
書
で
あ
る
「
セ
レ
ク

ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
出
席
す
る
官
吏
の
た
め
の
指
針
覚
書
(
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
of 
G
u
i
d
a
n
c
e
 for 
Officials 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 b
e
f
o
r
e
 Select 

こ
の
委
員
会
設
置
に
さ
き
だ
っ
論
議
の
中
で
、

E

・
シ
ョ
ー
ト

(
R
t
•Ho
n
.
 
E
d
w
a
r
d
 Short) 

八
五

は
、
議
会
批
判
の
中
心
に
は
議
会
と

政
府
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
主
張
は
、
効
果
的
な
政
府
を
弱
体
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な

政
府
の
活
動
を
明
確
な
も
の
と
し
、
そ
れ
を
監
視
し
て
い
く
こ
と
に
議
会
の
役
割
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
報
告
書
は
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
組
織
及
び
権
限
を
扱
っ
た
二
つ
の
章
で
は
「
ク
ロ
ス
マ
ン
委
員
会
」
以
降
、

シ
ョ
ー

ト
の
こ
の
よ
う
な
見
解
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
と
政
府
と
の
間
の
新
し
い
均
衡
は
、
現
在
の
制
度
を

基
本
的
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
行
制
度
の
権
限
配
分
を
変
更
し
な
い
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
議
会
が

全
体
と
し
て
大
臣
に
対
す
る
効
果
的
な
統
制
を
行
う
こ
と
が
出
来
、
し
か
も
議
会
と
政
府
と
の
決
定
が
選
挙
民
の
意
志
に
、
よ
り
一
層
適

(
3
)
 

合
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
府
の
政
策
に
た
ん

(
4
)
 

「
政
策
発
展
の
全
て
の
段
階
で
政
府
の
行
為
を
調
査
す
る
付
託
事
項
」
を
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ

ィ
ー
に
与
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
と
議
会
と
の
新
し
い
均
衡
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
く
望
み
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
直
面

会
期
中
八
月
曜
日
が
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
審
議
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。
政
府
省
庁
は
ニ
ヶ
月
以
内
に
報
告
書
に
回
答
す
べ
き

こ
と
。
専
門
的
な
ス
ク
ッ
フ
が
委
員
会
の
要
望
に
し
た
が
い
、
恒
常
的
に
任
命
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
専
門
家
助
言
者
の
協
力
を
得
ら
れ
る

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

し
て
き
た
問
題
が
徹
底
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

に
対
応
し
て
い
く
機
構
と
し
て
で
は
な
く
、

C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
」
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

（
―
-
三
五
）



が
制
度
化
さ
れ
た
。

的
な
修
正
は
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
動
議
は
可
決
さ
れ
、

議
院
で
の
審
議
と
議
事
規
則
改
正

こ
れ
ま
で
の
委
員
会
制
度
を
「
革
命
的
」
に
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
発
展
的
に
改
革
し
て
い
く
も
の
と
し
て
こ
の
報
告
書
は
受
け
と

め
ら
れ
た
。
何
人
か
の
議
員
は
、
廃
止
を
勧
告
さ
れ
た
委
員
会
の
延
命
を
は
か
る
立
場
か
ら
こ
の
報
告
書
の
提
案
に
部
分
的
に
保
留
の
態

度
を
と
っ
た
が
、
多
数
の
議
員
は
、
積
極
的
・
建
設
的
に
こ
の
報
告
書
の
提
案
に
賛
成
の
態
度
を
表
明
し
た
。

の
よ
う
に
、
委
員
会
制
度
の
い
か
な
る
拡
張
に
対
し
て
も
反
対
す
る
見
解
を
も
つ
議
員
は
少
数
で
あ
っ
た
。

(

6

)

 

一
九
七
九
年
六
月
二
五
日
、

S
t
.
J
・
ス
テ
ヴ
ァ
ス

(St.
J
h
o
n
-
S
t
e
v
a
s
)
が
、
新
議
事
規
則
に
つ
い
て
の
動
議
を
提
出
し
た
。
部
分

一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書
に
も
と
づ
く
新
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

Foot) 

色
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
報
告
書
に
つ
い
て
の
、

よ
う
に
す
る
こ
と
。
付
属
施
設
が
供
与
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
人
、
文
書
及
び
記
録
提
出
要
求
権
を
強
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、

ミ
テ
ィ
ー
の
構
成
に
つ
い
て
も
二
つ
の
重
要
な
勧
告
を
行
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
委
員
の
指
名
は
、
議
院
が
最
終
的
決
定
権
を
持
つ
こ
と

は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
院
内
幹
事
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
選
考
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
of Selection) 

の
動
議
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、

式
の
連
絡
委
員
会

(Liaison
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 
は
、
常
任
委
員
会
の
委
員
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
連
絡
委
員
会
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ

(
5
)
 

の
委
員
会
は
、
議
院
の
全
議
員
の
構
成
を
反
映
し
た
補
助
委
員
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

関
法

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

(
M
i
c
h
a
e
l
 

セ
レ
ク
ト
コ

一
九
七
九
年
二
月
一
九
日
、
二

0
日
の
論
議
は
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
ど
の
程
度
ま
で
議
会
活
動
の
特

M・

フ
ー
ト

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
委
員
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
非
公

八
六

（
三
二
六
）



イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

ー
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

て
指
名
さ
れ
た
が
、
委
員
長
を
選
出
す
る
の
に
手
ま
ど
り
、

庁
関
連
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
新
設
後
に
も
決
算
委
員
会
、

て
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
、

E
C
法
に
つ
い
て
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
が
存
続
し
た
。
そ
の
他
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
議
院
の

内
部
事
項
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

報
告
書
の
勧
告
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
で
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

て
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
か
、
証
人
と
し
て
大
臣
を
委
員
会
に
出
頭
せ
し
め
た
り
、
政
府
省
庁
の
文
書
提
出
を
強
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
権

(
7
)
 

限
と
か
に
つ
い
て
の
勧
告
で
あ
る
。
ま
た
、
連
絡
委
員
会
が
議
事
規
則
中
に
明
文
上
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
委
員
会
は
一
九
八

0
年

一
月
三
一
日
ま
で
正
式
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
。
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
委
員
は
一
九
七
九
年
―
一
月
二
六
日
に
選
考
委
員
会
に
よ
っ

防
衛
、
教
育
・
科
学
・
芸
術
、
雇
傭
、

委
員
会
で
あ
り
、

ニ
ネ
ル
ギ
ー
、
環
境
、
外
務
、
内
務
、
産
業
・
通
商
、
社
会
福
祉
、
運
輸
、
及
び
大
蔵
・
公
務
員

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
問
題
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
問
題
委
員
会
の
二
つ
の
委
員
会
も
加
え
ら
れ
計
一
四
の
省
庁
関
連
コ
ミ
テ
ィ

新
議
事
規
則
は
、

い
た
こ
と
で
あ
る
。

s
t
.
J
・
ス
テ
ヴ
ァ
ス
は
、
ま
ず
、

八
七

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
報
告
書
の
審
議
に
八
日
間
あ

イ
ギ
リ
ス
議
会
が
何
故
七

0
0年
間
も
存
在
を
つ
づ
け
て
き
た
の
か
と
問
い
か
け
、
そ
れ
は
議
会

が
つ
ね
に
自
ら
を
改
革
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
保
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
述
べ
た
。

S
t
.
J
・
ス
テ
ヴ
ァ
ス
の
提
案
は
、
二
つ
の
点
で
、

―
つ
は
産
業
貿
易
省
に
か
か
わ
る
委
員
会
を
提
案
し
、
麗
用
省
に
か
か
わ
る
委
員
会
を
提
案
し
て

い
た
。
第
二
に
は
、
国
内
問
題
を
扱
う
も
の
と
し
て
勧
告
さ
れ
た
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
任
務
範
囲
か
ら
大
法
官
庁
と
法
務
官
庁
を
除

「
主
要
な
政
府
省
庁
及
び
関
連
公
共
団
体
の
支
出
、
運
営
及
び
政
策
を
検
討
す
る
」
た
め
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
省

報
告
書
の
勧
告
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

オ
ム
プ
ズ
マ
ン
に
つ
い
て
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
、
委
任
立
法
に
つ
い

一
九
八

0
年
初
め
に
な
っ
て
や
っ
と
活
動
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
、
農
業
、

（
―
-
三
七
）



議
院
の
手
続
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
は
、

関
法

議
会
に
よ
る
政
府
の
統
制
と
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

(

1

)

 

R
e
p
o
r
t
s
 
f
r
o
m
 the Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 1
9
7
7
-
7
8
,
 
H
C
 58
8ー
1

2
4
 
(
1
9
7
8
)
 ;
 R. S. 
Lankester, 
H
o
u
s
e
 
o
f
 C
o
m
 ,
 

m
o
n
s
 Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
related to 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
s
 "
 Th
e
 T
a
b
l
e
 vol. 
X
L
V
I
I
I
 (
1
9
8
 0
)
 ,
 p. 

2
9
 ;
 

W. 
A. 
Procter, 

T
h
e
 H
o
u
s
e
 o
f
 C
o
m
m
o
n
s
 Select 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 1
9
7
6
 
to 1
9
7
9
,
 
T
h
e
 T
a
b
l
e
 vol. 
X
L
 
V
I
I
 (
1
9
7
9
)
,
 
p. 
1
3
.
 

(

2

)

 

E
l
e
v
e
n
t
h
 R
e
p
o
r
t
 f
r
o
m
 the 
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 H
C
 53
5
 
(
1
9
7
6
-
7
7
)
 

(

3

)

 

H
C
 58
8ー

1.

「
吾
々
は
、
当
該
制
度
の
形
式
的
権
限
の
基
本
的
又
は
革
命
的
変
化
に
よ
っ
て
て
は
な
く
、
現
在
の
慣
行
か
ら
当
然
に
生
す
る
発

展
的
性
質
を
も
つ
慣
行
上
の
変
化
に
よ
っ
て
‘
―
つ
の
新
し
い
均
衡
が
始
ま
る
に
ち
が
い
な
い
と
信
ず
る
。
吾
々
は
、
政
府
の
仕
事
を
安
易
な
も

の
に
し
よ
う
と
か
、
平
議
員
の
生
活
を
我
慢
で
き
る
も
の
に
し
よ
う
と
か
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
議
院
が
、
責
任
を
問
わ
れ

る
べ
き
大
臣
や
現
代
国
家
の
肥
大
し
つ
つ
あ
る
官
僚
制
へ
の
効
果
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
責
務
を
行
使
で
き
る
よ
う
、
さ
ら
に
は
、
議
会
と
政
府
の

決
定
が
選
挙
民
の
望
み
に
一
層
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
で
、
吾
々
の
任
務
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
。
」

(

4

)

 

S. F• 

D
o
w
n
s
 ̀

 
op. 
cit., 
p. 
5
8
.
 

(

5

)

 

H
C
 58
8ー
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.
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6

)

 

H
C
 Debs., 2
5
 J
u
n
e
 1
9
7
9
,
 
col. 
3
5
 1.
 

(

7

)

こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
議
の
中
で
、

S
t
.
J
・
ス
テ
ヴ
ァ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
、
二
つ
の
コ
メ
ン
ト
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
第
一
に
、
い
ず
れ
か
の
議
員
に
（
彼
が
大
臣
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
）
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
ヘ
の
出
頭
を
命
ず
る
権
限
は
憲
法
上

厳
格
に
云
え
ば
議
院
に
属
し
て
お
り
、
委
員
会
に
は
属
し
て
い
な
い
。
第
二
に
、
報
告
書
を
作
成
し
た
議
事
手
続
委
員
会
自
身
が
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
正
式
の
権
限
は
稀
な
場
合
に
の
み
行
使
さ
れ
る
べ
き
だ
と
認
め
て
い
た
。
」

(Ibid.,
col. 
4
4
)
 

一
九
六

0
年
代
の
諸
改
革
に
ひ
る
ま
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
政
府
及
び
そ
れ
を
担
う

議
院
多
数
派
と
議
院
と
の
間
の
関
係
に
急
激
な
変
化
を
も
ち
こ
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
か
わ
り
に
、
政
府
活
動
の
監
視
と

影
響
力
へ
の
行
使
を
実
現
す
る
た
め
、
議
院
の
能
力
を
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
。
手
続
上
の
改
革
1

あ
る
い
は
広
い
範
囲
に
わ
た
る
七

¥
¥
 

/

J

 

（
―
-
三
八
）



か
ら
論
議
を
進
め
て
い
た
。

e
n
c
e
)
議
会
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

(policy ,
 
m
a
k
i
n
g
)
 

八
九

と
い
わ
れ
、
過
去
一
世
紀
の
間
、
議
会
は
政
策
作
成

議
会
で
は
な
く
、
政
策
に
影
響
を
与
え
る

(policy
,
 
influ ,
 

が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

(

1

)

 

レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
と
い
う
よ
う
な
構
造
上
の
変
化
ー
は
、
か
か
る
目
的
の
た
め
、
明
白
に
し
て
充
分
な
制
度
と
思
わ
れ
た
。

戦
後
、
議
院
が
政
府
へ
の
統
制
、
政
治
活
動
の
監
視
を
効
果
的
に
行
い
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
改
革
へ
の
要
求

(

2

)

 

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
議
会
的
景
鍋
の
目
だ
っ
た
特
徴
で
は
な
か
っ
た
。
」

「
一
九
七

0
年
ま
で
、

一
九
七
九
年
以
降
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
活
動
に
よ
っ
て
、
議
院
の
活
動
水

(
3
)
 

準
が
高
ま
り
、
改
善
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
殆
ど
の
人
が
賛
成
し
て
い
る
。

(
4
)
 

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
に
反
対
し
て
挙
げ
ら
れ
る
論
拠
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
、
議
会
が
政
権
を
担
う
政
府
を
支
持
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の

従
来
の
制
度
と
本
来
的
に
矛
盾
す
る
ア
メ
リ
カ
型
の
委
員
会
制
度
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
究
極
的
に
は
執
行
府
の
権
限
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
資
す
る
、
政
策
論
争
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
は
誤
り
だ
と
述
べ
ら
れ
た
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
制
度
は
、
本
来
的
な
活
動
の
場
す
な
わ
ち
本
会
議
場
か
ら
公
の
関
心
を
引
き
離
し
て

し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
を
「
増
殖
す
る
こ
と
は
治
療
の
一
種
で
は
な
く
病
気
の
一
部
で
あ
る
」
と
断
じ
、

「
下
院
本
会
議
場
で
の
真
の
論
議
を
減
少
さ
せ
る
全
て
の
も
の
は
、
執
行
府
を
強
化
し
議
会
を
弱
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
全
議
院
の
活
動
の
場
で
あ
る
本
会
議
の
地
位
を
守
る
た
め
に
こ
そ
全
力
が
傾
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
前
提

第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
に
よ
っ
て
二
つ
の
ク
ラ
ス
の
議
員
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

つ
の
ク
ラ
ス
は
、

七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
委
員
と
な
っ
た
議
員
で
あ
り
、
個
々
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
非
常
に
多
く
の
情
報
に
接
す
る
こ

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

（
三
二
九
）



し
て
、

と
さ
れ
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
い
う
形
を
採
っ
た
場
合
、

K
.
C
・
ウ
ィ
ー
ア
は
、

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

と
が
出
来
る
。
他
の
ク
ラ
ス
は
、
情
報
か
ら
疎
外
さ
れ
た
地
位
に
お
か
れ
て
し
ま
う
議
員
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
ク
ラ
ス
の
形
成

は
、
改
革
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
論
議
を
活
発
に
す
る
の
で
は
な
く
、
情
報
を
与
え
ら
れ
ず
、
権
限
を
持
た
な
い
議
員
を
つ
く
り

だ
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
反
対
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
確
立
へ
向
け
て
試
行
錯
誤
が
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
政
府
活
動
の
統
制

『
委
員
会
に
よ
る
統
治

(
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
b
y
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
』
（
一
九
五
五
年
）
と
い
う
本
の
中
で
、
委
員

会
と
政
府
と
の
関
係
、
委
員
会
の
果
す
役
割
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
調
査
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
to Inquire)
に
つ

い
て
、
彼
は
助
言
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
to 
A
d
v
i
s
e
)
 

（三一

110)

と
立
法
委
員
会
と
の
間
に
位
置
づ
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
の
任
務
は
、

行
政
や
立
法
の
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
何
を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
、

ロ
セ
ス
が
ど
の
よ
う
に
遂
行
さ
れ
る
べ
き
か
又
は
遂
行
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
い
う
任
務
を
委
ね
ら
れ
、
か
か
る
任
務
を

(
5
)
 

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
実
現
を
統
制
す
る
手
段
を
提
供
し
て
い
く
と
い
う
任
務
に
仕
え
る
」
ま
た
、
委
員
会
の
形
式
と

す
で
に
本
稿
で
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

関
法

「
そ
の
委
員
は
議
員
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
審
議
の
対
象
、
方
法
も
限

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
を
充
分
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
こ
ろ
み
は
な

定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
議
員
に
与
え
ら
れ
た
時
間
と
能
力
の
範
囲
内
で
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
調
査

(
6
)
 

の
た
め
の
他
の
制
度
が
発
展
し
て
き
た
。
」

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
委
員
会
の
形
式
は
と
も
か
く
、
政
府
に
対
す
る
監
視
・
統
制
を
行
う
委
員
会
に
つ
い
て

九
〇

―
つ
の
プ



イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

別
の
機
関
で
あ
る
。

か
く
し
て
区
別
主
義

(
c
o
m
p
a
r
t
m
e
n
t
a
l
i
s
m
)

委
員
会
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

九

大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ
の
省
庁
委
員
会
は
、

歴
史
上

「
一
応
、
省
庁
的
な
も
の
で
あ
り
、
省
庁
区
分
を
反
映
し
て
い
る
、

「
助
言
委
員
会
、
調
査
委
員
会
及
び
交
渉
委
員
会
の
使
用
が
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
を
強
化
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
一
方
で
、
監
視
委
員

(
7
)
 

会
の
使
用
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
を
強
化
し
て
き
た
こ
と
も
思
い
お
こ
さ
れ
よ
う
。
」

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、

こ
と
で
あ
ろ
う
。

ど
の
よ
う
な
構
成
の
委
員
会
が
、

省
庁
関
連
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー

ど
の
よ
う
な
権
限
を
も
っ
て
こ
の
任
務
を
遂
行
し
て
い
く
の
か
、

と
い
う

一
九
七
九
年
議
会
改
革
で
誕
生
し
た
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
れ
ら
が
省
庁
関
連

(
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
a
l
related) 

ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
や
専
門
家
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
比
べ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
関
連
す
る

主
た
る
依
頼

(Client)

省
庁
が
存
在
し
て
は
い
る
が
、
必
要
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
広
い
範
囲
の
調
査
を
行
う
自
由
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

の
お
そ
れ
を
和
ら
げ
て
い
る
。
」
と
も
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
テ
ー
マ
別
の
セ
レ
ク

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
く
省
庁

(
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
a
l
)
委
員
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
る
省
庁
委
員
会
と
は
全
く
異
な
っ
た
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
 

「
王
立
委
員
会
と
な
ら
ん
で
、
重
要
な
調
査
作
用
を
行
っ
」
て
は
き
た
が
、
本
稿
で
対
象
と
し
て
い
る
、
議
院
の
機
関
た
る
委
員
会
と
は

政
府
省
庁
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
調
査
委
員
会
の
場
合
、
そ
の
基
本
的
性
格
は
、
あ
く
ま
で
も
当
該
省
庁
の
動
機

（
三
三
一
）

監
視
・
統
制
作
用
の
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
、

議
院
の
委
員
会
に
よ
る
政
府
活
動
の

ま、
＇ヽ



な
が
る
だ
ろ
う
。

現
に
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

J

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

れ
な
い
。

形
式
的
な
必
要
性
か
ら
設
置
さ
れ
る
も
の
。

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
③

し
も
消
極
的
役
割
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
期
間
中
に
公
衆
は
情
報
を
得
、
意
見
を
形
成
す
る
機
会
を
与
え

提
案
を
だ
め
に
し
て
し
ま
う
た
め
設
置
さ
れ
る
委
員
会
。
反
対
の
報
告
書
を
作
成
し
た
り
、
意
見
の
鋭
い
対

立
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
施
策
が
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
役
割
を
与
え
ら
れ
る
。
④

結
局
の
と
こ
ろ
、
四
類
型
に
分
け
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
委
員
会
は
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
政
府
に
存
し
、
政
策
を
形
成
し
適
用
す
る

責
任
が
政
府
省
庁
に
存
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
議
院
自
体
が
主
導
的
な
政
府
統
制
作
用
を
果
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
制
度
と
は
み
な
さ

一
九
七
九
年
に
至
る
ま
で
、
各
種
の
形
態
の
委
員
会
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
き
た
。

特
定
の
テ
ー
マ
毎
に
委
員
会
を
任
命
し
、
調
査
を
行
わ
し
め
て
い
く
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
特
定
の
付
託
事
項
を
も
っ
た
い
く
つ
か
の
委

員
会
を
任
命
し
て
お
き
、
そ
れ
ら
に
調
査
を
行
わ
し
め
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

設
置
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要
に
応
じ
て
特
別
に

(
a
d

h
o
c
)
委
員
会
を
任
命
し
、
調
査
を
行
わ
し
め
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
し
、

一
九
七
九
年
以
降
、
政
府
活
動
の
殆
ん
ど
の
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
恒
常
的
な
委
員
会
が
確
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
、
政
府
省
庁
に
対
応
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
政
府
省
庁
と
の
密
接
な
『
協

カ
』
が
可
能
で
あ
る
。
反
面
、
あ
ま
り
に
も
「
協
調
的
」
な
活
動
は
、
議
院
に
よ
る
政
府
統
制
・
監
視
の
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
に
も
っ

(
p
a
c
i
f
y
)

た
め
に
設
置
さ
れ
る
委
員
会
。
②

関
法

第
三
七
巻
第

1
1
•三
号

一
九
七
九
年
改
革
で
は
、
後
者
の
委
員
会
が

(10) 

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
よ
う
。
前
述
K
.
C
・
ウ
ィ
ー
ア
は
、
そ
の
動
機
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
①

予
想
さ
れ
る
批
判
を
な
だ
め
る

決
定
を
遅
ら
せ
た
り
、
引
き
延
ば
し
た
り
す
る
た
め
の
委
員
会
。
こ
の
委
員
会
は
、
必
ず

九

(-―-＝三）



て
「
常
任
委
員
会
は
、
特
別
の

(
a
d

h
o
c
)
 

九

一
時
的
な
機
関
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
セ
レ
ク
ト

過
に
つ
い
て
の
参
照
が
可
能
で
あ
る
。

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
作
成
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
危
惧
を
避
け
る
も
の
と
し
て
、
第
一
に
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
平
議
員

(
b
a
c
k
b
e
n
c
h
e
r
s
)

た
ち
の
活
動
力
が

(11) 

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
構
成
及
び
活
動
態
様
が
、
平
議
員
に
活
躍
の
場
を
与
え
て
き
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
議
員
の

側
で
の
、
よ
り
大
き
な
独
立
性
は
、
調
査
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
作
用
に
と
っ
て
適
合
的
で
あ
ろ
う
し
、
監
視
、
影
響
力
を
行
使
す
る

(12) 

―
つ
の
効
果
的
な
機
関
と
し
て
議
院
を
再
び
活
気
づ
け
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
」
と
も
云
わ
れ
る
。

第
二
に
、

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
権
限
の
問
題
が
あ
る
。
付
託
事
項
が
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
、
政
策
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
否
定
さ

れ
る
場
合
に
は
、
調
査
の
本
来
的
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
調
査
を
有
効
に
行
う
た
め
の
諸
権
限
が
与
え

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
実
効
的
な
調
査
は
不
可
能
で
あ
る
。
政
府
省
庁
の
文
書
、
記
録
提
出
を
要
求
す
る
権
限
と
、
そ
の
行
使
手
続
が
、

(13) 

一
九
七
八
年
報
告
書
の
第
七
章
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

る
方
向
を
示
し
た
。
し
か
し
、
詳
細
な
議
事
録
の
作
成
・
公
刊
が
、
議
事
規
則
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
結
論
に
至
っ
た
経

一
九
七
八
年
報
告
書
は
、
小
委
員
会
の
議
事
録
の
議
院
へ
の
報
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ

(14) 

と
は
問
題
で
あ
る
と
し
、
近
い
将
来
、
小
委
員
会
議
事
録
報
告
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
勧
告
し
て
い
る
。

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
と
常
任
委
員
会

常
任
委
員
会
は
、
通
常
、
法
案
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
で
あ
り
、
議
院
か
ら
付
託
を
う
け
た
法
案
を
逐
条
的
に
審
議
す
る
た
め
の

(15) 

委
員
会
で
あ
る
。
議
員
全
員
が
委
員
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
特
定
の
専
門
的
所
管
を
持
っ
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ

も
の
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

一
九
七
八
年
報
告
書
は
、
少
数
意
見
報
告
書
を
公
刊
し
な
い
の
を
原
則
と
す

（三――――――)



あ
る
。

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

（
三
三
四
）

(16) 

コ
ミ
テ
ィ
ー
と
は
、
付
託
さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
調
査
、
審
査
を
行
い
、
報
告
書
を
提
出
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

会
期
終
了
ま
で
『
常
設
』
さ
れ
る
委
員
会
で
あ
る
。

一
八

セ
レ
ク
ト
コ

一
般
的
に
は
調
査
の
た
め
に
委
員
会
の
委
員
が
選
出
（
セ
レ
ク
ト
）
さ
れ
た
委
員
会
で
あ
る
と
い
う

(17) 

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
常
任
委
員
会
も
「
セ
レ
ク
ト
」
さ
れ
た
委
員
会
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
対

一
九
七
九
年
改
革
で
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
議
事
規
則
に
も
と
づ
い
て
会
期
ご
と
に

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
極
端
な
帰
結
と
し
て
、
常
任
委
員
会
を
廃
止
し
、
立
法
を
含
め
た
活
動
の
監
視
機
関
と
し
て
セ
レ
ク
ト

コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
を
発
展
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
ち
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

J
.
A
.
G
・
グ
リ
フ
ィ
ス

(19) 

A. G
.
 Griffith)
の
提
案
す
る
よ
う
に
、
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
技
術
が
法
案
審
議
に
際
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い

(20) 

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
常
任
委
員
会
制
度
は
、
近
年
特
別
常
任
委
員
会

(special
s
t
a
n
d
i
n
g
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
)
 

(21) 

一
定
の
調
査
権
を
有
す
る
常
任
委
員
会
を
生
み
だ
し
て
き
て
い
る
。

議
員
の
態
度
、

N
o
r
t
o
n
)
で
あ
る
。
彼
は
、

P
•

ノ
ー
ト
ン

議
院
と
政
府
と
の
関
係
変
化
の
前
提
と
な
る
と
主
張
す
る
の
は
、

「
態
度
上
の
変
化
が
、
有
効
な
構
造
上
、
手
続
上
の
変
化
に
先
行
す
碩
」
と
論
ず
る
。
彼
自
身
の
説
明
に
よ

れ
ば
『
ノ
ー
ト
ン
説
』
と
は
、
下
院
と
政
府
と
の
間
の
関
係
上
の
再
配
列

(re,
 
a
l
i
g
n
m
e
n
t
)

達
成
の
た
め
の
手
段
を
設
定
す
る
も
の
で

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
議
院
が
効
果
的
な
監
視
と
影
響
力
行
使
に
政
府
を
服
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
体
系
上
の
変
化
は
国

内
の
基
本
的
問
題
に
つ
い
て
限
ら
れ
た
効
果
し
か
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
自
己
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

行
動
上
の
変
化
こ
そ
が
、

四
議
院
の
構
造
上
の
改
革
と
議
員
の
態
度
の
変
化

で、 象
と
し
て
い
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
、

ミ
テ
ィ
ー
と
は
あ
る
特
定
の
任
務
、

関
法

九
四

(P. 

と
い
う
形

(
J
.
 



九
五

世
紀
と
そ
れ
以
前
存
在
し
て
い
た
統
治
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
ク
ー
形
式
と
考
え
ら
れ
る
政
治
的
権
威
の
均
衡
を
達
成
し
う
る
手
段
を
明
示

(23) 

す
る
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。

議
院
で
充
分
な
活
動
の
場
を
求
め
る
議
員
た
ち
の
行
動
が
議
会
改
革
の
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
議
員
た
ち
の
票

一
九
七

0
年
以
降
強
く
な
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
そ
の
提
唱
者
も

認
め
て
い
る
よ
う
に
、
政
策
影
響
力

(
p
o
l
i
c
y,
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
)
機
関
た
ろ
う
と
す
る
、
よ
り
一
層
強
力
な
動
き
で
あ
り
、
政
策
作
成
の
役
割

(24) 

(
p
o
l
i
c
y
 ,
 
m
a
k
i
n
g
 role)
を
早
〈
す
方
向
に
発
展
す
る
何
も
の
も
実
現
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
貴
重
な
問
題
提
起
と
は
云
え

よ
う
が
、
議
院
が
い
か
に
し
て
政
策
作
成
機
関
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ

(25) 
よっ

(

1

)

 

P. N
o
r
t
o
n
,
 P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 in the 
1980s, 
1985, 
p. 
140. 

(

2

)

 

Ibid•• 

p. 
15. 
「
一
九
六

0
年
代
ま
で
、
企
み
ら
れ
た
改
革
は
限
定
的
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」

(p.
1
4
0
)
 

(

3

)

 

S. F• 

D
o
w
n
s
,
 op. cit•• 

p. 
67. 

(

4

)

 

P. 
Baines, op. cit•• 

p. 
1
6
 1.
 

(

5

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
,
 op. 
cit., 
p. 
205. 
次
の
よ
う
に
、
分
類
し
て
い
る
。
◎

C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 to 
A
d
v
i
s
e
,
 
c
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 to 
Inquire, 

@
 Co
m
m
i
t
t
e
e
s
 to 
Negotiate, c
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 to 
Legislate, 
@
 Co
m
m
i
t
t
e
e
s
 to 
A
d
m
i
n
i
s
t
e
r
,
 
R
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 to 
Scrutinize 

a
n
d
 control. 

(

6

)

 

Ibid•• 

pp. 70-71. 

(

7

)

 

Ibid•• 

p. 
2
4
8
・
近
年
の
論
議
に
つ
い
て
は
、

E.
C. 
S. 
W
a
d
e
 &
 A. W
.
 Bradley, Constitutional a
n
d
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
,
 10th 

ed., 
1985, 
p. 
3
0
6
 1.
 

(

8

)

 

S. F• 

D
o
w
n
s
,
 op. cit•• 

p. 
58. 

(

9

)

 

K. C. 
W
h
e
a
r
e
 `
 
op. cit•• 

p. 
669. 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

決
行
動
に
お
け
る
独
立
性
は
、

（
三
三
五
）



関
法

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

(
1
0
)
 Ibid•• 

pp. 
89-92. 

(
1
1
)
 

P. 
N
o
r
t
o
n
,
 
B
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
 C
h
a
n
g
e
s
 B
a
c
k
b
e
n
c
h
 I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 in the 
1980s, 
op. 
cit., 
p. 
22. 

(12)p• 

N
o
r
t
o
n
,
 op. cit•• 

p. 
146. 

(

1

3

)

大
臣
責
任
の
原
則
と
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
ヘ
の
出
席
要
求
に
つ
い
て
は
、

G
e
o
f
f
r
e
y
M
a
r
s
h
a
l
l
,
 Constitutional 
Convetions, 1984, p. 

71 1
．
ま
た
、
前
政
府
文
書
へ
の
ア
ク
七
ス
に
つ
い
て
は
、

H
u
n
t
,
A
c
c
e
s
s
 to 
a
 P
r
e
v
i
o
u
s
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
'
s
 P
a
p
e
r
s
,
 
P
u
b
l
i
c
 L
a
w
 1982, p. 

514-. 

(
1
4
)
 

H
C
 5
8
8ー

1,
〔

6.26,
2
7〕
・

(

1

5

)

 

E
d
.
 
b
y
 Sir 
G
o
r
d
o
n
,
 E
r
s
k
i
n
e
 
M
a
y
'
s
 Treatise 
o
n
 T
h
e
 L
a
w
,
 Privileges, 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 a
n
d
 U
s
a
g
e
 o
f
 Parliament, 
2
0
t
h
 

ed., 
1983, 
p. 
660-. 

(
1
6
)
 

Ibid., 
p. 
6
8
1
-
:
 S. F• 

D
o
w
n
s
 ̀o
p
.
c
i
t
.
｀
 
p. 
50. 
そ
の
他
の
委
員
会
（
例
え
ば
、
専
門
委
員
会
、
立
法
準
備
委
員
会
等
）
に
つ
い
て
は
、

A. N
e
a
v
e
,
 op. 
cit., 
p. 
3
 
1
.
 

(

1

7

)

鈴
木
法
日
児
「
英
国
議
会
庶
民
院
の
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
」
（
小
嶋
和
司
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念
『
憲
法
と
行
政
法
』
（
一
九
八
七
年
）

所
収
）
＝
―
-
三
五
頁
、
三
四
八
頁
。
同
・
「
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
於
け
る
委
員
会
制
度
の
推
移
に
就
て
」
法
学
第
三
五
巻
一
一
一
号
(
-
九
七
一
年
）
六
三

頁。

(
1
8
)
 

S. 
F. 
D
o
w
n
s
,
 op. cit•• 

p. 67. 
ま
た
、
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
の
実
際
上
の
意
義
は
、
あ
る
特
定
の
法
案
審
理
の
た
め
に
活
動
す
る
常

任

委

員

会

と

の

区

別

の

た

め

で

あ

る

と

も

云

わ

れ

る

。

．

(

1

9

)

 

S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
 o
f
 the 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 H
C
 53
8
 (
1
9
7
0ー
1).
p
a
r
a
 27-9. 

(
2
0
)
 

M
.
 R
y
l
e
,
 
T
h
e
 C
o
m
m
o
n
s
 T
o
d
a
y
 |
 A
 G
e
n
e
r
a
l
 S
u
r
v
e
y
,
 
1979, 
p. 
29. 
J. 
A. G
.
 Griffith, 
S
t
a
n
d
i
n
g
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 
in 
the 

H
o
u
s
e
 o
f
 C
o
m
m
o
n
s
.
 p. 
118, 
in 
Ed., 
b
y
 S. 
A. W
a
l
k
l
a
n
d
 
&
 M
.
 R
y
l
e
,
 
T
h
e
 C
o
m
m
o
n
s
 T
o
d
a
y
,
 1981. 

(

2

1

)

 

H
.
 J. 
B
e
y
n
o
n
,
 T
h
e
 H
o
u
s
e
 o
f
 C
o
m
m
o
n
s
,
 E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
 w
i
t
h
 S
p
e
c
i
a
l
 S
t
n
d
i
n
g
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
,
 P
u
b
l
i
c
 L
a
w
 (
S
u
m
m
e
r
 1982), 

p. 
193. 

(
2
2
)
 

P. N
o
r
t
o
n
,
 
T
h
e
 N
o
r
t
o
n
 
V
i
e
w
,
 
in Ed., 
b
y
 D
a
v
i
d
 J
u
d
g
e
,
 
T
h
e
 Politics 
o
f
 P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 R
e
f
o
r
m
,
 1983, 
pp. 
54, 
66. 

(

2

3

)

 

Ibid., 
p. 
69. 

九
六
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(

1

)

 

(3) (2) (1) (
2
4
)
 

P. 
N
o
r
t
o
n
 ̀

 
B
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
 C
h
a
n
g
e
,
 op, 
cit., 
pp. 4
3
 
1
 4.
 

(

2

5

)

政
策
に
対
す
る
影
響
力
行
使
を
行
う
立
法
府
で
な
く
、
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
範
例
に
な
ら
い
、
そ
れ
を
行
動
的

(active)

又
は
政
策
作
成

立
法
府
に
変
え
て
い
く
こ
と
は
、
雑
誌
『
ニ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
を
除
い
て
、
大
部
分
の
改
革
者
た
ち
が
期
待
し
て
い
る
以
上
の
変
化
を
必
要
と
す
る

だ
ろ
う
。
…
…
す
べ
て
の
人
が
現
実
に
望
む
こ
と
が
出
来
、
望
む
べ
き
な
の
は
、
議
会
が
一
層
政
策
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
」

(Ibid. `
 
p. 
1
5
7
)

ま
た
、
国
民
代
表
と
し
て
の
議
員
の
行
動
に
つ
い
て
は
、

F
a
m
e
s

W. M
a
r
s
h
,
 Representational 
C
h
a
n
g
e
s
,
 in E
d
.
 b
y
 

P. 
N
o
r
t
o
n
,
 0
 ,p. 
cit. 
｀
 
p. 
6
9
.
 

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
九
七
九
年
議
会
改
革
ー
省
庁
別
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
確
立

ー
を
中
心
と
し
て
、
議
会
に
よ
る
政
府
統
制
の
あ
り
方
を
概
観
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

控
え
め
に
云
っ
て
も
、

「
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
は
、

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
動
脈
に
流
れ
こ
ん
だ
。
そ
れ
は
、
議
会
と
執
行
府
と

(
1
)
 

の
活
動
関
係
を
変
え
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
改
善
し
た
。
」

と
評
価
さ
れ
る
、

改
革
も
行
わ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
新
ら
た
な
改
革
の
道
を
模
索
す
る
動
き
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
て

議
会
に
よ
る
政
府
へ
の
統
制
手
段
と
し
て
の
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
果
し
て
き
た
役
割
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
政
調
査
権
の
歴
史
と
そ
の
評
価

(
2
)
 

一
九
七
九
年
改
革
以
後
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
の
活
動

S. F• 

D
o
w
n
s
,
 op. 
cit., 
p. 
6
7
.
 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
制
度
の
発
展

み
た
い
。
ま
た
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

九
七

（
三
三
七
）

こ
の
一
九
七
九
年
改
革
以
降
、

い
く
つ
か
の



関
法

第
三
七
巻
第
ニ
・
三
号

(

2

)

セ
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
で
行
わ
れ
た
証
言
の
公
開
に
つ
い
て
は
、

See,
E
d
.
 b
y
 Sir 
C
h
a
r
l
e
s
 G
o
r
d
o
n
,
 op. 
cit., 
p. 
7
0
4
.
 

ま
た
、
一
九

八
三
年
に
行
わ
れ
た
七
レ
ク
ト
コ
ミ
テ
ィ
ー
委
員
数
制
限
の
撤
廃
に
つ
い
て
は
、

S
e
e
Ibid., 
p. 6
8
2
.
 

一
九
八
三
年
六
月
に
お
け
る
新
し
い
議

会
改
革
グ
ル
ー
プ
の
誕
生
や
、
一
九
八
四
年
に
行
わ
れ
た
改
革
に
つ
い
て
は
、

See,
P. 
N
o
r
t
o
n
,
 op. 
cit,. 
p
p
.
 
1
3
8
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1
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8
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九
八

（
三
三
八
）




